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研究ノート

保安職業従事者とその家族への

ソーシャルワークに関する試論（２）

一米国のMilitarySocialWOrkの現状と養成課程を参考に一

田 中 顕 悟

和文抄録：本研究では、前稿「保安職業従事者とその家族へのソーシャルワークに関する試論（１）」

に引き続き、保安職業従事者（特に自衛官）とその家族を対象としたソーシャルワークに関し､ﾊﾙ4s〃

Srα"”砿/bﾉ･Sbcjaﾉ恥rＡＰ'．αc"cew"ﾉjSeﾊﾉjces,舵/αrα"s＆７ﾙe〃””/jesを題材に論考を行った。それに

より、MilitarySocialWbrkの展開に際しては、その対象領域の固有性を考慮した倫理･価値ならびに展

開過程における知識・技術等の習得が必要であることが明らかとなった。また、それらは保安職業従

事者（特に自衛官）とその家族を取り巻く生活環境の変化等に伴い、彼らが直面する可能性のある生

活課題への支援活動について、予防的に検討を進める際の一助になることを提言した。

キーワード：保安職業従事者、MilitaIySocialWOrk、MilitarySocialWbrker

I・序論

１－１．はじめに

前稿「保安職業従事者とその家族へのソーシャルワークに関する試論（１）」では､アメリカにおけるMilitary

SocialWOrkの定義等の整理ならびにﾉV,4s〃S/α"‘ﾒαﾉﾎﾉbl･Ｓｂｃｍ/〃brAPrac"℃ｅｗ"力SｾrWces,陀､'．α'nｓ＆７ﾙe〃

F1α"7j"ａｓの「（１）Introduction・Definitions・GuidingPrinciples・Goals」をもとに、MilitarySocialWbrkの全体像

について論考を行った。それにより、我が国では十分な実践・研究活動が見られない保安職業従事者（特に自

衛官）とその家族を対象とした「職業生活」の場におけるソーシャルワークに関し検討を進めるに際しては、

先ず何よりも彼らが所属する職業集団の環境とその特徴ならびに業務内容の固有性等を十分に把握・理解する

必要性があることが推究された。

そこで本稿では、前稿に引き続きNASWStandardsfbrSocialWbrkPracticewithServices,Vetarans＆Their

Familiesを題材とし、特に「Standardｌ～６」の概要を整理をすすめ、次号（３）における保安職業従事者（特

に自衛官）とその家族に対するソーシャルワークの試論展開のための基礎的研究とする。

１－２．研究対象と研究目的

前稿に引き続き、総務省の「日本標準職業分類」を参考とし、その中でも特に、昨今の国内外の情勢ならび

に法制度の改変に伴い、その業務内容に著しい変動が生じている職種の一つと考えられる「Ｆ保安職業従事

者」のうち「自衛官」とその家族を研究対象として措定した◎

本研究において保安職業従事者（特に自衛官）およびその家族を研究対象とする背景としては、平成28年３

月29日「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律．国際平
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和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」（以下､平和

安全法制関連２法）の施行等をはじめとする、自衛隊を取り巻く状況ならびに自衛隊という「職業生活の場」

における業務内容の変化は、生活の全体性と継続性に着目し人間と環境の接点に介入するソーシャルワークを

基盤とした､体系的な支援システムの構築について検討を進める必要性が十分にあると考えられたためである。

そこで、「日本標準職業分類」では本研究の対象である保安職業従事者を「国家の防衛、（中略）などの仕事

に従事するもの」と規定していることから、既にアメリカでは「国家の防衛」に関わる職業集団いわゆる

｢Military」に所属する人々 （ここでは特に兵士本人とその家族等）へのソーシャルワーク（MilitarySocialWOrko

以下、MilSW）の実践が展開され、なおかつ大学院において専門職（MilitarySocialWbrkero以下、MilSWer）

が養成され、既にMilitaryに配属されている状況に着目した。そして、その実践･養成に関わる知見ならびに知

識・技術等を明らかにし、将来的にそれらの我が国おける保安職業従事者（特に自衛官）とその家族に対する

支援への活用の可能性について、試論を展開することを目的とした。

１－３．本研究の構成と研究方法

本研究では、上記の研究目的にそって次のような課題を設定した。

ｌ）アメリカのMilSWの概要とMilSWerの養成が理論・実践的見地からソーシャルワークの一領域としての固

有性を有していることを確認する。

２）ｌ）を基盤に、NationalAssociationofSocialWOrkers（全米ソーシャルワーカー協会､以下NASＷ）が発刊し

ているM4S〃Sm"db姉允rSbcjaﾉ恥rkPﾉ．αc"cew"ﾙSeﾉwces,胸α'．α"８，＆７１ｹeかFb〃"jesを元にMilSWの展開に

伴いMilSWerに修得が期待される知識・技術について整理を行い、我が国におけるそれらの活用の可能性

について論考を行う。

研究方法は､先に挙げた研究目的･研究課題にそって､MilSWの概要ならびに実践状･支援対象およびMilSWer

の養成体系に関わる文献・資料を基に論考をすすめた。その際に、MilSWに関わる各種専門書ならびに原著論

文だけではなく、アメリカのMilSWの実践においては、様々な機関が、MilSWの対象となる兵士・退役軍人と

その家族への情報発信をWeb上で行っているため、そこで公開されている資料・情報を活用した。

また、2011-2012年に筆者がアメリカのMilSWerの養成課程がある大学院での講義等に参加し得た資料等を参

考にした。その中でも特に､ＮASWが刊行しているMilSWerがMilSWの対象者に提供することが期待されるサー

ビスの範囲やその際に必要とされる知識・視点等について整理されているM4s〃＆α"db'てﾒs､/brsbcm/恥rＡ

Ｐ'．αc"cew"ﾙSｾﾉ･wces,姥/αrα"s,＆７ﾙe"･Ｒａ”/jesに着目し、その特徴ならびにMilSWの展開における固有性等につ

いて整理・分析を行うことで、我が国の保安職業従事者（特に自衛官）とその家族への支援において活用可能

な示唆を得ることを狙いとした。

なお、本報告は文献・資料による研究であり、参照した文献の存在・出典を明示するとともに、先行研究が

示す知見と自らが明らかにした知見を区別し論考を行った。

Ⅱ 本論

Ⅱ－１．ﾉＶＡＳＷＳ力aﾉ7da7zﾒsわrSDc煩ﾉＷbﾉﾒ『月日c北ｅｗiｿ7SerWCeSI/etaﾉzmS＆777e〃Faﾉ77"esの全体像

前稿に続き、ＮASWが作成・公開している、MilSWerの養成にかかわる方針ならびにサービスの基準および

実践者へのMilSWに関する継続した教育・トレーニングにかかわるプログラムのためのガイドラインである

ﾊﾙ4s〃”"”姉./bﾉ･sbcmﾉ晩成Ｐ、α虻ｅｗ"ﾙsｾrwces,姥/ｑｒａｍ,＆７１ｈｅ〃”"7jﾉjes（以下、ガイドライン）をもとに

論考を行う。

本稿で、このガイドラインを題材に論考を進める根拠としては、本研究の対象が保安職業従事者（特に自衛

官）とその家族であるように、本ガイドラインでもその対象を「Services（Members)」（兵士本人。以下、ＳＭ）

と「TheirFamilies」（家族）及び「Veterans」（退役軍人。以下VT）としているためである。
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また、この「Standards」に関しNASWは、ソーシャルワーカーが提供すべきサービスを示すベンチマークな

らびに新人および熟練したソーシャルワーカーにとっての「ツールキットの役割を担う」（NASW:Practice＆

ProfessionalDevelopmentPractice）ものであるとしている。

そこで本稿ではこのガイドラインで示されている項目の内、「（２）StandardsfbrProfessionalPractice」の中で

も「①EthicsandValues,②Qualifications､③Knowledge､④Assessment､⑤InterventionandTiFeatmentPlanning､⑥

PracticeandProgramEvaluationandlmprovement」（NASW2012：13-26）の概要について整理を行う。

Ⅱ－２．「（２）StandardsforProfessionalPractice」の概要

「StandardsfbrProfessionalPractice」の各項目の基準についてNASWは､列挙している基準の記述順序はその重

要度の順位を反映していないことを示している。また、全てのソーシャルワーカーの実践において画一的に適

用されるものではなく、個々のソーシャルワーカーが現在の業務および提供すべきサービス内容ならびに受け

てきた専門教育内容やこれまでの経験そして雇用状況に即して、その適用を判断することが望ましいとしてい

る。以下、各項目の概要について整理を行う。

Standard１.EthicsandValues（倫理観と価値観)。

ＳＭ・ＶＴとその家族とともに活動する場合、ソーシャルワーカーはNASW（2008）の「倫理規定」に記され

ているように、職業的倫理原則と基準に従って活動する（NASW2012：１３）とされている。

ここでは、先ず、Militaryという環境において実践活動を行うソーシャルワーカーはその複雑性を認識し、特

に「倫理的ジレンマ2と価値観の衝突の発生」に留意することと､その準備を進めておく必要があるとしている。

また、ソーシャルワーカーは、ＳＭ・ＶＴとその家族が最適なサービスを受ける権利を有していること、そして

基本的人権の認識を明らかに示すことが必要であるとしている。

なお、MilSWの展開に際しての最低限の知識的基盤としては、次のような基本的な倫理・原則の理解が含ま

れるとしている（NASW2012:14-15)。その要点は以下のように整理される。

・公約：クライアントの幸福を促進する第一義的な責任。

・能力：これまで受けてきた教育・研修ならびに取得している免許等に即した活動を行う。

・文化的能力：文化3が有する機能と、人間（クライエントも含む）の行動および社会への影響を理解する。

・診断と報告：診断と報告が、ＳＭのキャリアに及ぼす影響やそれに関わるジレンマについての知識の保有

と理解。

・誠実さ：高度なレベルでの業務の推進と維持。

・プライバシーと守秘：プライバシーに関するクライアントの権利を尊重するとともに、守秘情報の開示は

法的権限に基づき、適切なインフォームドコンセントを行った上で、国家の安全や防衛、個人の安全への

配慮とのバランスをとって行う。

．ＳＭおよびVTとその家族の権利を守る：特に、彼らが生活し働くシステムの制約の中において、彼らの権

利を擁護する。

・個人を尊重する：全ての人々の権利と義務を尊重する。

・自己決定：クライアントが、自己の目標を明らかにするという権利を尊重する。

・社会的・政治的な活動：クライアントのMilitaryにおける身分や雇用状況による制限を理解し、全てのクラ

イアントが等しく資源にアクセスできるよう保障し、その活動に携わる。

Standard２.Qualifications（資格)。

ＳＭ･ＶＴとその家族とともに活動するソーシャルワーカーは、ＮASWが定めた専門業務のための規定と、個々

のソーシャルワーカーの状況・権限の範囲あるいは社会制度についての規定を満たす必要があることを指摘す

ると共に、支援活動に際しての資格・免許に関する事項が示されている（NASW2012:15-16)。

MilSWにおけるサービスの提供にあたっては、適切な学習・研修ならびにMilSWにかかわる介入とその技術

に関する能力を持つ指導者からの指導を受けた後に行うことが望ましいとしている。特に知識に関しては
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｢MilitaryCulture」に関する専門的な理解を求めており、その内容を含んだプログラムの履修を推奨している｡

同時に、それが困難な学生及び現役のソーシャルワーカーは、積極的に生涯教育や研修を確保し、自己の知識

を高めることが必要であることを指摘している。

その他、ＳＭ・ＶＴおよびその家族の支援に関わる価値観・信念への理解、さらにはサービス提供に関わる専

門的知識・技術の向上させるために継続した指導を受けることならびに専門職としての自己の価値観・偏見に

ついての気づきを高めるために、自己認識を磨くことなどの必要性を指摘している。

Standard３.Knowledge（知識)。

ＳＭ・ＶＴとその家族とともに活動するソーシャルワーカーは、関係する理論や本質的な実践活動に関する知

識を明らかにする必要があるとしている。全てのソーシャルワーカーは、業務の力点やレベルにかかわらず、

この集団が直面している機会や課題、そして専門家としていかに効果的かつ有意義な方法でこの集団を支え応

えることができるのかについて、基本的理解を持つ必要性があることを指摘している。

本項目に関する解説の中では、MilSWの展開において必要とされる知識が示されており、その概要は以下の

ように整理される（NASW2012:17-20)。

・諸手当・サービス・資源：ＳＭ・ＶＴとその家族が利用可能な諸手当、サービス、資源とそれらへのアクセ

ス方法について。

・生物心理社会的問題：特に注目すべきは、BehavioralHealthに関する知識についてである。具体的には「別

離、死、悲しみ、薬物乱用、PTSD、その他不安障害、諺、自殺または殺人念慮、怒り、攻撃行動、ＤＶ，

そして監禁」をあげ、これらに関するカウンセリングの必要性を指摘している。さらにMilSWの支援過程

において特徴的な、外傷性脳損傷（TBI)、性的トラウマ、急性ストレス反応、ＰＴＳＤといった医療関係の

課題への認識を深める必要もあることと、それに付随するステイグマヘの理解の必要性も指摘している。

・コミュニケーション：より円滑なコミュニケーションを図るためのMilitaryに特有の言葉と、その言葉を用

いた業務のプロセスについて。

・文化：アメリカの文化の一部としてのMilitaryCultureの基礎と複雑さ。そして、アメリカ軍を構成する様々

な民族・宗教・文化的背景の理解と、そこから派生する様々な課題への理解と適切な反応について。

・差別：クライアントの兵役に関連し、クライアントへの差別もしくは偏見が生じる可能性について。

・除隊：Militaryには、様々な種類の除隊の形式とシステムがあるため、除隊がVTに与える影響とその後に

利用できるサービスについて。

・格差：ＳＭ、ＶＴとその家族が、兵役中と兵役後に彼らに提供される機会とサービスに関連し、経験する可

能性のある格差について。

・エビデンスに基づく実践：上記のような社会的背景において、エビデンスに基づきかつ研究情報に裏付け

された実践モデルについて。

・家族システムと個人間の力動関係：総合的なアセスメントを行い、ストレングスに基づくアプローチの適

用をすすめるとともに、特に、繰り返されるDeployment（派遣）が家族機能と家族のライフサイクルに及

ぼす影響について。

・金融資源：金融・経済状況に関する課題について。

・法的規制問題：統一軍事裁判法典(UCMJ）など、適用可能な法律と規則を理解し遵守することについて。

・役割と機能：ＳＭ，ＶＴとその家族への支援活動を展開するソーシャルワーカーの多面的な役割と責任およ

び機会について。

・環境：ＳＭ・ＶＴとその家族にサービスを提供する環境の範囲を理解し、その範囲内での活動について。

Standard４.Assessment（アセスメント)。

ＳＭ・ＶＴとその家族と活動するソーシャルワーカーは、これらの人々の機会と課題への理解を反映した、適

切な理論的、根拠に基づいた実践モデル・技術・介入を用いることとしている。（NASW2012：２０)。アセスメ

ントのスキルはソーシャルワークにおける基本的なスキルであるとし、その基本的なアセスメント領域の概要
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を以下のように整理している（NASW2012:21-23)。

・クライアント（ＳＭ・ＶＴ）およびクライアントの家族メンバーの兵役の状況。兵役に服していた場合の、

その場所と時期・配置された場所・配置の回数・復帰履歴・徴兵の有無・入隊の理由と意志の状況（自ら

進んで入隊したのかまたは依頼されたのか)。現在の配置状況。復帰の進展状況・戦闘と非戦闘状況の両

方において身体的・精神的な受傷の経験や、兵役に関連した病気の有無。除隊の種類。捕虜の経験の有

無。

・過去と現在の健康・メンタルヘルス・行動上の健康状況。頻繁に生じる精神的・行動上の健康問題(PTSD・

その他不安障害・薬物乱用・自殺または殺人念慮・うつ病)、身体的な負傷(全身被曝・やけど．切断・有

毒化学物質による被害の有無)、心理社会的な問題(親密なパートナーへの暴力・性的トラウマ・教育・失

業・監禁・ホームレス）を含む。

・メンタルヘルス機能（病歴・対処スタイル・危機管理能力・自殺のリスク)。

・身体的・精神的・行動上の健康と心理社会的問題についての治療歴。

・家族構造と役割及びDeploymentとRe-integrationにおける家族関係・子どもの発育・育児に及ぼす影響。

・家族内コミュニケーションと意思決定のパターンとスタイル。

・信仰・宗教または信念。

・クライアントまたは家族の目標。

・社会的サポートの状況及びサポートシステム・利用可能な資源とそのアクセスの障害となる事項。

・ソーシャルワーク・サービス。精神的ならびに行動上の医療的処置についてのクライアントの認識。ＤＯＤ

とＶＡを通じた諸手当とサービスのクライアントの利用歴。

・レズビアン・ケイ・両性愛者・トランスジェンダー、あるいは障害を持つＳＭ・ＶＴといった、固有のニー

ズと問題について。

・現在のクライアントとMilitaryあるいはVeteranSystemとの関係。

Standard5.1,terventionandTreatmentPIanning（介入と支援計画)。

ソーシャルワーカーは、個人と組織の基準に基づきクライアント（ＳＭ・ＶＴ）または家族のニーズに最も役

に立つ介入と治療計画を作成し実行する際に､アセスメントを組み入れることが重要であるとしている(NASW

2012：２３)。他の領域における介入と支援計画同様、クライエント（ＳＭ・ＶＴとその家族）主体のケアモデルの

確立のためにクライエントと関係者の参加ならびに他の専門職との連携･協働およびマルチシステム･アプロー

チの適用が必要となる。なお、介入と支援計画における留意点と概要は以下のとおりである（NASW2012:23‐

25)。

．ＳＭあるいはVTと共に、実現可能な目標と望ましい結果を明確にする支援計画を作るため、徹底して生物

心理社会的ならびにスピリチュアな視点に基づくアセスメントを用いる。

・クライアントを文化的に反応しやすい方法で目標への注意を促すとともに、ＳＭ・ＶＴとその家族メンバー

に文化的理解のあるサービスを提供する。

・目標達成を促すことができる場合は、根拠に基づく研究情報に裏付けされた実践モデルを参考にする。

・各クライアントに適した実践モデルを選ぶ。

・ストレングスに基づいたアプローチやレジリエンスのある行動の確認。そして、適切な介入を通じ、可能

な場合は、クライアントのさらなるストレス要因を防止する。

．ＳＭ・ＶＴと家族メンバーが直面している問題に取り組み、協力的で段階指向の多様的アプローチを提供す

る。

・クライアントにコミュニティ資源の目的と有用性を伝える。

・ソーシャルワーカーが適切と判断した場合は、その事例に可能な範囲で守秘義務と匿名性を保ちつつ、事

例、技術、アセスメント、知識についての助言を求める。

．可能な限り、クライアント情報のプライバシーと守秘を保護する。
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・細心の注意を払い、十分な情報に基づいて職務を遂行し、クライアントを守るため信頼できる手段をと

る。

・クライアントの利益を最大化するため、多くの学問領域にわたるチーム・アプローチで活動する。

・金融・住宅供給・医療・メンタルヘルス・教育・地域社会といった、様々な資源へのアクセスを促進する、

効果的な臨床症例管理サービスを提供する。

・特定した支援ゴール達成のため、クライアントの擁護に従事する。

・介入についての現在進行中のプロセスとその結果を評価する。

Standard６.PracticeandProgramEvaIuationandImprovement（業務およびプログラムの評価と改善)．

ＳＭ・ＶＴとその家族とともに活動するソーシャルワーカーは、サービスの質と妥当性を評価し、業務を改善

し、その業務の進行中の公式評価の一部となる必要があるとしている（NASW2012：２５)。

さらに、ソーシャルワーク業務の評価は、ソーシャルワーク・サービスの提供において極めて重要な部分で

あるとし、その評価業務の概要は以下のように整理される。

・クライアントとクライアント・システムのプライバシーを守り、全ての連邦と州、地方の法律・規制要

件・政策要件および報告や記録の維持と、アクセスに関する組織あるいは機関の方針と機密事項との一貫

性を保証する。

・可能な場合は、クライアントや他の専門家に評価データを広め、そして同時にプライバシーの権利を固く

守る。

・臨床指標や診療ガイドライン・標準化された業務アセスメントといった、適切な手段を用いる。

・結果とプロセス目標の両方を評価する。

・評価プロセスに、ＳＭ・ＶＴとその家族ならびに同僚も含める。

・適切ならば外部の業務評価者を用いる。

．ＳＭ・ＶＴとその家族との業務に特化した、ソーシャルワーク研究に参加する。

Ⅱ－３．考察

以上、ＮASWのガイドラインを題材にMilSWerの養成・活動概要について論考を行ったが、前稿でも示した

ように限定された資料を題材としたものであるため、不十分な点が多くあることは否定できない。さらに、こ

れらの知見はいずれも過去・現在におけるアメリカ軍の活動内容に関連したＳＭ・ＶＴとその家族への支援活動

を基盤に整理されたものであると考えられるため、直ちに我が国における保安職業従事者（特に自衛官）とそ

の家族への支援に直結させることについては、彼らを取り巻く職業環境ならびに業務内容の違い等を考慮する

と、慎重に検討する必要があると考える。

しかしながら、今回、倫理・資格・知識ならびにソーシャルワークの展開過程の一部であるアセスメント・

介入ならびに支援計画･評価等に関連した事項に特化し整理を行うことで、よりMilSWの業務ならびにMilSWer

に求められる知識・技術の固有性が明らかになったと考えられる。

特に､「Standard3.Knowledge（知識)」ならびに「Standard4.Assessment（アセスメント)」の項目に関し整理

を進めたことにより、MilSWの展開に際しては、ソーシャルワークの基本的な知識・技術が基盤となることが

再確認された。さらに、支援対象となるＳＭ・ＶＴとその家族にとって、現在ならびにかつての職場であり、そ

の家族の日常生活に大きな影響をもたらす､Militaryそのものに関するより深い知見が必要とされることが明ら

かとなった。それは、Militaryという組織体系や職業環境の特性についてだけでなく、支援対象であるＳＭ・ＶＴ

が従事してきた業務内容や、そこからもたらされる可能性のある身体・心理・社会的側面への影響と対応方法

ならびにとそれに関する知識についても、十分な蓄積が必要であることが確認された。

なお、我が国を取り巻く国内外の環境ならびに安全保障環境は刻一刻と変化しており、将来的に保安職業従

事者（特に自衛官）の業務体系において、彼らと彼らの家族が直面する生活課題に対し、ソーシャルワーク専

門職による支援活動を展開する必要性が生じた場合、上記で整理したような知識・アセスメントに関する知見
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は、その活動に際しての指針になると言えよう。また、今後の自衛隊の業務内容の変化に伴い、保安職業従事

者（特に自衛官）とその家族が直面する可能性のある状況ならびに生活課題について、予防的に検討を進める

際の一助にもなると考えられる。

Ⅲ、結論

以上のことから、MilSWの展開においてはソーシャルワークの基本的な知識・技術に加えて、支援対象とな

るMilitaryに関わる人々 の生活に様々 な影響を及ぼすMilitaIyという「職業生活」の場の組織体系・特性ならび

にそこでの業務内容に関する、より高いレベルでの知識とそれを支援過程に活用するための技術が必要となる

ことが明らかとなった。

さらに、それらの知識.技術の習得については、Militaryに関わる人々 が直面する可能性の高い生活課題等を

勘案した、専門職の養成プログラムが必要であると考えられる。実際にアメリカでは既に複数の大学院等にお

いてMilSWerの養成プログラムが設置されており、その課程を修了した学生がアメリカ軍で活動を展開してい

る。

我が国では現在、保安職業従事者（特に自衛官）とその家族に特化したソーシャルワークに従事する専門職

に対するプログラムは整備されていないが、本研究で論考の対象としたNASWのガイドラインが指針の一つに

なると言えよう。

前稿においても指摘したが、本研究で明らかにしたMilSWに関する知見および知識・技術等は、我が国の保

安職業従事者(特に自衛官）とその家族へのソーシャルワークについても応用できる可能は高いと類推される。

しかしながら、アメリカ軍に関わる人々と我が国の保安職業従事者（特に自衛官）とその家族を取り巻く環境

ならびに情勢は異なる部分も多く確認されるため、今後はNASWのガイドラインならびにアメリカにおける

MilSWの養成プログラム等を参考としながらも、我が国の保安職業従事者（特に自衛官）とその家族へのソー

シャルワークの展望とそれに関わる独自の専門職養成に関し検討をすすめる必要があると考えられる。

そこで、次号（３）においては、ＮASWのガイドラインの最終的な概要整理を行うと共に、そこで明らかと

なった事項を基盤に､より具体的に我が国独自の保安職業従事者(特に自衛官）とその家族へのソーシャルワー

クに関する試論を展開する予定である。
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４３自衛官（431陸上自衛官、４３２海上自衛官、４３３航空自衛官、４３４防衛大学校・防衛医科大学校学生）

２MilSWにおける倫理的ジレンマについては、複数の先行研究が確認されており、特に咽Ⅱant,Ryberg．（1999：183-188）は、MilSWにおけ
る倫理的ジレンマの要因として、ｌ）MilSWerの２つの専門性（①ソーシャルワークの専門家、②叩の士官)、２）人的サービスの提供
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された階級的な組織、４）２種類の対象者（現役軍人と民間人)、５）地理的．専門的孤立、をあげ、さらに砲Ⅱant,Ryberg（1999：183）
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ありとし、さらにそれらの問題はそれぞれが独立しているわけではないことに注意すべきである、としている。

３ここでいう文化とは､特にMilitaiySociaIWOrkにおいてはその支援過程において専門職に求められる知識･能力としての「MilitaryCulture」
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を表すものと考えられる。なお、ＣＯ11,J.Ｅら（2013：２３）は、MilitaIyCuItUrCについて「Militaryのメンバーがどう考え、交信し、対応す
るかを統制する価値観、信念、伝統、規範、認識、行儀によって栂成されている。この文化観念はまた、正人や帰還兵が人生での自身

の役割をどう見るかを決定づける」としている。
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AConsoderationofSocialWOrk

fbrSecuritywolkersandtheirfamilies(2)．

BasedonthepresentstateoftheMilitarySocialWOrk

andthetrainingcourseoftheUnitedStates

ＫｅｎｇｏＴＡＮＡＫＡ

Inthisresearch,astudywascarriedoutusingthe'lNASWStandardsfbrSocialWOrkPracticewithServices,Veterans＆

TheirFamiliesmtoexaminesocialwork,speciflcallyinregardtodefensefbrceservicemen(particularlySelfDe企nse

ForceOfficials)andtheirfamilies,andcontinuestheworkofthepreviousmanuscript:''AConsoderationofSocialWbrk

fbrSecurityworkersandtheirfamilies(1)."Indoingso,theconclusionhasbeenmetthatinthedevelopmentofmilitary

socialwork,notonlyisitnecessaryemploytheacquisitionoftheethics/valuesinherenttothefieldofstudy,butalsothe

knowledge/skillsinthedevelopmentprocess､Furthermore,thefindingsmakeitclearthattheconsiderationtorecommend

supportservicesasapreventativemeasureagainstanypotentialproblemsthatmayconfiFontSecurityworkers(particularly

SelfDefenseForceOfficials)andtheirfamiliesastheyundelgochangestotheirlivingenvironmentsmaybehelpfnl．

KeyWOrds:Securityworkers,MilitarySocialWbrk,MilitarySocialWOrker


